
防衛研究所達第５号

防衛研究所の業務運営計画に関する達を次のように定める。

平成２１年７月１日

防衛研究所長 新保 雅俊

防衛研究所の業務運営計画に関する達

改正 平成２３年 ９月 １日防衛研究所達第５号

平成２７年 ４月１０日防衛研究所達第１号

防衛研究所の業務計画等に関する達（平成１１年防衛研究所達第３号）の全部を改正

する。

（趣旨）

第１条 この達は、防衛研究所における業務運営計画の作成等について必要な事項を定

めるものとする。

（業務運営計画）

第２条 業務運営計画は、防衛研究所における業務全般の総合的運営を計画的かつ効果

的に実施するため、対象とする年度（以下「対象年度」という。）において実施しよう

とする主要業務及びその目的、実施要領、経費等の概略を明らかにする。

（所長指示）

第３条 防衛研究所長（以下「所長」という。）は、必要に応じて、企画部長、政策研究

部長、理論研究部長、地域研究部長、教育部長、戦史研究センター長、特別研究官（国

際交流・図書担当）及び特別研究官（政策シミュレーション担当）（以下「部長等」と

いう。）に、国の内外の諸情勢及び防衛政策の動向等を踏まえ、業務運営計画の作成に

際しての方針とすべき事項を指示する。

（業務運営計画の構成）



第４条 業務運営計画は、次の各号からなる。

（１） 基本方針

（２） 主要業務予定

（３） 細部計画

２ 基本方針及び主要業務予定は、対象年度における防衛研究所の業務の指針及び主要

な業務予定を記載する。

３ 細部計画（別紙様式）は、実施時期、予算額及び参考となる事項を努めて明確かつ

詳細に記載する。

（業務運営計画案の作成）

第５条 企画部長は、部長等と調整し、原則として対象年度の前年度１月末日までに業

務運営計画案を作成するものとする。

（業務運営計画の作成）

第６条 企画部長は、部長等と調整し、原則として対象年度の予算成立後速やかに前条

の業務運営計画案に所要の修正を行い、業務運営計画として所長の承認を得て部長等

に通知するものとする。

（業務運営計画の実施）

第７条 部長等は、前条の業務運営計画に対する業務実施の進行の度合い及び業務の推

進に重大な影響を与える事項等に配慮して計画の実施に当たるとともに、他の部長等

と密接に協力し、業務運営計画の円滑な遂行を図るものとする。

（実施中の修正）

第８条 実施中の業務運営計画に特に重要な修正が生じた場合には、企画部長は、関係

部長等と調整して修正案を作成し、所長の承認を得て部長等に通知するものとする。

（雑則）

第９条 この達の実施に関し必要な事項は、企画部長と調整の上、部長等が定めるもの

とする。

附 則

この達は、平成２１年７月１日から施行し、平成２１年度以降の年度を対象として作

成する業務運営計画から適用する。

附 則（平成２３年９月１日防衛研究所達第５号）

この達は、平成２３年９月１日から施行する。

附 則（平成２７年４月１０日防衛研究所達第１号）



この達は、平成２７年４月１０日から施行する。



平成 年度業務運営計画（細部計画）

実 施 時 期 予 算 額
主 要 業 務 の 項 目 実 施 要 領
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注：１ 予算額欄は、「防衛本省歳入歳出予算科目表」の目ごとに記入する。
２ 実施要領欄に総括責任者を記入すること。


